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第１章 計画概要 

 

１．計画策定の趣旨・目的 

   現在、我が国においては、環境保全を目的とした施策が取り組まれており、循環を

基調とする社会経済システムを実現するため、持続可能な社会への転換が求められて

います。 

   このような状況を踏まえ、種子島地区広域事務組合は、本組合において最も有効か

つ適切に廃棄物処理を実施し、循環型社会システムを実現していくための基本的施策

の方向性を示した「一般廃棄物処理基本計画（平成 20年度～平成 34年度）」を平成 19

年度に策定し、その後、新たな廃棄物処理に関する社会情勢や国、県の動向を踏まえ、

計画期間を平成 30年度（2018年度）から 2022年度とした「一般廃棄物（ごみ）」処理

基本計画」を平成 30年３月に策定し、同計画に基づいた施策によって廃棄物の減量化

や再資源化に積極的に取り組んできました。 

   今後は、東日本大震災を始めとする大災害や新型コロナウィルス感染症拡大等の社

会情勢の変化に対応するため、目標年次を令和 19年度（2037年度）とする「第２次一

般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を新たに策定し、目標値に対する評価を行い、廃棄

物処理を巡る今後の社会情勢、経済情勢、市町民の要望等を勘案した上で、ごみ排出

抑制・減量化・資源化等の推進を目指すことを目的とします。 

 

２．計画の位置付け 

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号。以下「廃

棄物処理法」という。）」第６条第１項に基づく計画です。 

廃棄物処理法第６条第１項に「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理

に関する計画を定めなければならない」と規定されているところですが、本組合では

構成市町である西之表市と中種子町の一般廃棄物処理計画の策定に関する事務を共同

処理していることから構成市町と連携して策定するものです。 

平成 28年９月に改定された「ごみ処理基本計画策定指針」において、一般廃棄物処

理計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画（一般廃

棄物処理基本計画）及び当該基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定

める実施計画（一般廃棄物処理実施計画）から構成されます。 

また、基本計画と実施計画はそれぞれ、ごみに関する部分及び生活排水に関する部

分から構成されています。 

本計画は、ごみに関する基本計画で、市町村等が長期的・総合的視野に立って、ご

み処理を将来にわたり適正かつ計画的に行うため、一般廃棄物（ごみ）の排出抑制、

減量化・再生利用の推進、収集・運搬、中間処理及び最終処分に至る全てを包含する

ものです。 

なお、一般廃棄物処理実施計画は、構成市町が毎年度策定します。 
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図１ 本計画の位置付け及び他の計画等との関係 

 
  環境基本法        

                

  環境基本計画        

                     

  循環型社会形成推進基本法             ＜資源循環の推進＞   

     
    

      資源有効利用促進法(2） 

         プラスチック資源循環促進法(3) 
  循環型社会形成推進基本計画          
            ＜個別物品の特性に応じた規制＞ 
 ＜廃棄物の適正処理＞           容器包装リサイクル法(4） 
  廃棄物処理法(1）    家電リサイクル法(5） 
            食品リサイクル法(6） 
            建設リサイクル法(7） 
  廃棄物処理法基本方針    自動車リサイクル法(8） 
            小型家電リサイクル法(9) 

     
  

     
         ＜国等が率先して再生品などの調達を推進＞  
  廃棄物処理施設整備計画    グリーン購入法(10） 
           

 

      

  
鹿児島県廃棄物処理計画 

    
鹿児島県災害廃棄物処理計画    

     

              

  
  構成市町の総合計画 

構成市町の環境基本計画 

  
構成市町の災害廃棄物処理計画 

    

                

  一般廃棄物処理計画        

                  

                     

一般廃棄物処理基本計画 

●ごみ処理基本計画 

●生活排水処理基本計画 

  
一般廃棄物処理実施計画 

●ごみ処理実施計画 

●生活排水処理実施計画 

   

 
注(1）「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 

(2）「資源の有効な利用の促進に関する法律」 

(3)「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」 

(4）「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」 

(5）「特定家庭用機器再商品化法」 

(6）「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」 

(7）「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 

(8）「使用済自動車の再資源化等に関する法律」 

(9) ｢使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律｣ 

(10）「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 
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３．計画対象区域 

計画対象区域は、西之表市及び中種子町の区域内全域とします。 

 

４．計画の対象 

本計画において対象とする廃棄物は、西之表市及び中種子町で発生する一般廃棄物

のうち、生活排水、特別管理一般廃棄物を除く「ごみ」を対象とします。 

 

図２ 本計画において対象とする廃棄物 
             

家庭系ごみ               

    
       

ごみ 
    

                

       
一般廃棄物 

        
事業系ごみ 

              

    

一般廃棄物 
         

生活排水 

   

               

         特別管理 

一般廃棄物 

      

              

廃棄物 
              

               

        

産業廃棄物 

      

               

      
産業廃棄物 

           

              

        特別管理 

産業廃棄物 

      

             

 

５．計画目標年次 

本計画期間は、令和５（2023）年度から令和 19（2037）年度の 15年間とします。 

なお、本施設の経年劣化や社会情勢の変化、関係法令・上位計画との整合性等の勘

案し、令和９（2027）年度を中間目標年度とし、目標達成状況に係る評価・分析を行

うとともに、５年毎の見直しを行います。 
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第２章 地域の概況 

 

１．地理的、地形的特性 

種子島地区広域事務組合（以下、「本組合」という。）は、鹿児島県佐多岬の南方約

43km、鹿児島市南南東 115km の洋上に位置する種子島（以下、「本島」という。）の西

之表市と中種子町で構成されています。 

本島は、丘陵性の山地が連なり、最高点も 282ｍと比較的平坦で、中部から南部にか

けては、段丘台地が発達しているほか、南部海岸付近には、かなり広域にわたって沖

積低地が見られます。 

本島の面積は約 445km2 で日本有人離島の中では５番目に大きな島となっています

（架橋により本土との往来が可能な島は除く。）。 

東は太平洋、西は東シナ海に面し、東西約 12km、南北約 58kmの北北東から南南西に

細長く伸びた中くびれの紡錘型をした島です。 

本組合を構成する西之表市の面積は 205.66km2（うち馬毛島 8.17km2）で本島の総面

積の約 44％を占め、中種子町は 137.18km2で約 31％を占めています。 

また、属島として馬毛島があり馬毛島は最高点 71.7ｍの極めて平坦な島で西之表市

に属しています。 

 

２．気象的特性 

本島の気候は、黒潮の影響を受けて温暖であり、年平均気温は 19.8℃、年平均降水

量 2,345.0mmであり、高温多雨の亜熱帯気候に属する気候となっています。 

また、夏から秋にかけては台風が接近し、冬は北西の風が強くなります。 

 

３．人口と世帯数の推移 

令和３年 10 月１日における組合管内の人口は 21,903 人となっており、人口構成と

しては、西之表市が 14,515人（66％）、中種子町が 7,388人（34％）です。 

過去 10年間における本組合の人口推移を見ると減少傾向を示しており、本組合の人

口は 10年間で 3,233人減少しています。 

また、世帯数も減少しており、１世帯当たりの人口も減少しています。 
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表１ 人口の推移 

単位：人 

区分 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

西之表市 16,598 16,444 16,196 15,967 15,657 

中種子町 8,538 8,376 8,264 8,135 8,018 

組合管内 25,136 24,820 24,460 24,102 23,675 

      

区分 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

西之表市 15,465 15,226 14,967 14,708 14,515 

中種子町 7,883 7,791 7,698 7,539 7,388 

組合管内 23,348 23,017 22,665 22,247 21,903 
資料：毎月推計人口－鹿児島県企画部統計課（毎年度 10月 1日現在） 

 

図３ 人口の推移 

 

 

 

表２ 世帯数の推移 

単位：世帯 

区分 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

西之表市 7,557 7,480 7,412 7,368 7,344 

中種子町 3,897 3,859 3,818 3,741 3,720 

組合管内 11,454 11,339 11,230 11,109 11,064 

      

区分 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

西之表市 7,310 7,216 7,134 7,046 7,000 

中種子町 3,718 3,686 3,639 3,596 3,566 

組合管内 11,028 10,902 10,773 10,642 10,566 
資料：毎月推計人口－鹿児島県企画部統計課（毎年度 10月 1日現在） 
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表３ １世帯当たり人口の推移 

単位：人/世帯 

区分 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

西之表市 2.20 2.20 2.19 2.17 2.13 

中種子町 2.19 2.17 2.16 2.17 2.16 

組合管内 2.19 2.19 2.18 2.17 2.14 

      

区分 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

西之表市 2.12 2.11 2.10 2.09 2.07 

中種子町 2.12 2.11 2.12 2.10 2.07 

組合管内 2.12 2.11 2.10 2.09 2.07 

 

４．産業の動向 

本組合管内における産業別人口を見ると、約 26％が第１次産業に従事し、約 11％が

第２次産業に、約 63％が第３次産業に従事しています。 

産業別就業者数を平成 27年と令和２年で比較すると、第１次産業と第２次産業は減

少していますが、第３次産業は増加しています。 

 

表４ 産業３部門別就業者数の推移 

   単位：人、％ 

区分  

平成 27年 令和 2年度 

第１次 

産業 

第２次 

産業 

第３次 

産業 

分類 

不能 

第１次 

産業 

第２次 

産業 

第３次 

産業 

分類 

不能 

西之表市 2,199 984 5,121 14 1,808 858 5,252 10 

  (26.4) (11.8) (61.6) (0.2) (22.8) (10.8) (66.3) (0.1) 

中種子町 1,548 501 2,407 10 1,302 461 2,360 9 

  (34.7) (11.2) (53.9) (0.2) (31.5) (11.2) (57.1) (0.2) 

組合管内 3,747 1,485 7,528 24 3,110 1,319 7,612 19 

  (29.3) (11.6) (58.9) (0.2) (25.8) (10.9) (63.1) (0.2) 

備考：（  ）内は割合                    資料：国勢調査 

 

4-1 農業 

種子島は平坦で畑地が多いことから、土地利用型のさとうきび、さつまいも、畜 

産を組み合わせた複合経営が盛んで、一部では葉たばこ、茶等の専業経営も営まれ 

ています。 

また、シダ植物のレザーリーフファンとマンゴーは、かごしまブランド産品に指

定されています。 

青果用さつまいもでは、安納いもの地域独自のブランド化に向けて平成 22 年７ 

月に「安納いもブランド推進本部（平成 25 年 6 月に一般社団法人化）を設立し、

島内一帯となった組織的な取組みを展開しています。 
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表５ 令和２年耕地規模別農家数 

単位：戸 

区分 0.5ha 未満 0.5～1.0ha 1.0～2.0ha 2.0～3.0ha 3.0ha 以上 計 

西之表市 76 180 251 127 142 776 

中種子町 43 109 205 146 226 729 

組合管内 119 289 456 273 368 1,505 

資料：農林水産省「2020農林業センサス」 

 

4-2 林業 

林野面積は、国有林 1,888ha,民有林 16,347ha、計 18,232haで、民有林は 90%を占め

てます。 

現在、多様で健全な森林づくりを推進するため、計画的な間伐の実施、森林組合等

林業事業体の経営基盤強化、治山・林道事業の推進等、諸施策が積極的に進められて

います。 

 

表６ 林野面積 

単位：ha 

区分 林野面積 国有林 

民有林 

県営 市町有 集落有 会社有 その他 計 
うち 

人工林 

西之表市 12,233 1,299 303 875 1,135 834 7,789 10,936 3,393 

中種子町 5,999 589 554 372 269 189 4,027 5,411 1,613 

組合管内 18,232 1,888 857 1,247 1,404 1,023 11,816 16,347 5,006 

資料：熊毛地域の概況（令和 3年度鹿児島県森林・林業統計） 

 

4-3 水産業 

周辺海域は、岩礁地帯が多く天然の瀬に恵まれるとともに、付近を黒潮が流れて 

いることから、鹿児島県でも有数の漁場が形成されています。 

主な漁業は、トビウオ、サバ、カツオ、キビナゴ、アオリイカ（ミズイカ）等を 

対象とした網漁業や一本釣り漁業のほか、当地域の特産種であるトコブシ（ナガラ 

メ）採捕なども行われており、養殖業は、クルマエビの陸上養殖等が営まれていま 

す。 
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表７ 漁家と漁船 

単位：世帯 

区分 

漁家数 

備考 
総数 専業 

兼業 

漁が主 漁が従 

西之表市 171 50 51 70 平成 30年 11月 1日現在 

中種子町 37 8 6 23 平成 30年 11月 1日現在 

資料：2018漁業センサス 

 

4-4 商業 

市街地に商業の集積が見られ、地域の拠点としての商圏を形成していますが、個 

人経営の商店が多くなっています。 

 

表８ 産業分類別事業所数（平成 28年） 

区分 総数 
卸売

業計 

小 売 業 

各種

商品 

織物、衣

類、身の

回り品 

飲食

料品 

機械

器具 

その他

の小売

業 

無店

舗 
計 

西之表市 229 27 1 11 74 32 81 3 202 

中種子町 110 13 - 5 41 11 38 2 97 

組合管内 339 40 1 16 115 43 119 5 299 

資料：熊毛地域の概況（経済センサス） 

 

4-5 工業 

種子島の主要な工業製品は、農産物加工品（焼酎、粗糖、でん粉）等です。 

このため、天候や国の農業政策等の影響を受けやすいという側面があります。 

地域の活性化を図るためには、製造業の果たす役割が大きいことから、今後、地 

域の気候、風土に適した未利用資源の活用と既存製品の見直し、差別化を推進し、 

独自の特産品を創出するとともに、情報産業やロケット打上げ施設を活かした新た 

な産業の導入など県内外からの企業誘致も肝要となっています。 

 

表９ 事業所数 

区分 平成 30年 令和元年 令和 2年 

西之表市 20 19 20 

中種子町 8 8 9 

組合管内 28 27 29 

 

資料：熊毛地域の概況（2020「鹿児島県の工業」） 
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4-6 観光 

種子島は、サーフィンに適した波、変化に富んだ美しい海岸線などの個性ある自 

然や、種子鋏などの工芸品、安納いも、トビウオなどの食、鉄砲伝来の祭りなどの 

地域性あふれるイベントなど、特色ある観光資源に恵まれています。 

また、宇宙開発関連施設や月窓亭など多様な観光施設等が整備されており、これ 

らを最大限に活かした観光の振興が地域の重要課題となっています。 

種子島の観光は、種子島観光協会、１市２町の観光担当課及び種子屋久観光連絡 

協議会により推進されていて、各種イベントの開催、種子島空港へのジェットチャ 

ーター便や大型観光船の寄港等の誘致活動と受入体制の充実、特産品の情報発信事

業等の取組みを行っています。 

また、マングローブ林などの活用による新しい観光地づくりや、地域資源を活用 

した教育旅行等の誘致対策の取組みを行っています。 

 

表 10 種子島入込客数 

単位：人 

H24年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30年度 R 元年度 R2 年度 

279,243 275,444 276,045 276,950 276,634 294,869 295,987 289,601 153,202 

資料：熊毛地域の概況 

５．土地利用状況 

本組合の土地利用状況を見ると、畑、山林、道路その他が多くなっています。 

 

表 11 地目別土地 

 単位：㎢、％ 

区分 田 畑 宅地 山林 原野 雑種地 
道路 

その他 
総数 

西之表市 
6.01 

（2.92） 

29.50 

（14.34） 

4.41 

（2.14） 

68.85 

（33.48） 

22.54 

（10.96） 

2.01 

（0.98） 

72.33 

（35.17） 

205.65 

（100.00） 

中種子町 
5.98 

（4.36） 

38.54 

（28.09） 

3.14 

（2.29） 

49.91 

（36.38） 

4.50 

（3.28） 

3.69 

（2.69） 

31.42 

（22.90） 

137.18 

（100.00） 

組合管内 
11.99 

（3.50） 

68.04 

（19.85） 

7.55 

（2.20） 

118.76 

（34.64） 

27.04 

（7.89） 

5.70 

（1.66） 

103.75 

（30.26） 

342.83 

（100.00） 

備考：（  ）内は割合                        資料：統計にしのおもて、統計なかたね 

 

６．交通の動向 

6-1 航路 

船は、身近な交通手段であり、令和３年３月末現在、高速船ジェットフォイル６ 

隻と貨客定期フェリー４隻、貨物定期フェリー２隻が運航しています。 

貨客定期フェリーは、鹿児島港と西之表港間の直行便が１隻、鹿児島港から西之 

表港経由宮之浦港の航路が１隻運航し、それぞれ１日１往復しています。 

貨物定期フェリーは、鹿児島港と西之表港の間を２隻運航しています。 
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6-2 航空路 

航空路線は、中種子町に地方管理空港があり、令和４年１月現在種子島・鹿児島

間に１日４往復、運航しています。 

なお、夏季・年末年始には、種子島・大阪（伊丹）間も運航しています。 

 

6-3 道路・交通 

種子島は、南北に約 58㎞、車なら 1時間 30分程度を要する細長く平坦な島で、 

島内の道路網は比較的整っています。 

このうち、国道１路線と県道 9路線があり、国道と主要地方道が概ね島を縦断し 

て道路網の骨格をなし、他の県道や市道・町道がそれを補完する形となっています。 

島内交通については、定期路線バスとして種子島３系統あるほか、タクシー・レ 

ンタカーもあります。 

西之表市では、デマンド型乗合タクシーにより、市街地周辺校区と市街地を結ぶ 

５路線の区域型運行を行い、市街地の主要施設を回る巡回バスとの組み合わせによ 

り、交通弱者等に優しい交通体系の構築を図っています。 

また、中種子町では、町内各地域を回る地域コミュニティバスの運行を５路線で 

行っており、町内交通不便地域の解消に努めています。 

 

７．環境保全に関する状況等 

7-1 大気質 

ばい煙、有害物質、粉じん等が排出される事業場については、大気汚染防止法に 

基づく規制・指導が行われています。 

 

7-2 水質 

（１）河川 

鹿児島県により甲女川で水質が測定されています。 

そのうち天神橋では、毎年、汚濁指標として BOD（生物化学的酸素要求量）を

測定しており、平成 23年度以降の全ての調査期間でＡ類型の環境基準値を満足

する等、良好な水質が保たれています。 

 

（２）地下水 

      鹿児島県により不定期に地下水調査（概況）が行われています。 

平成 28 年度の調査結果は、全ての調査項目（ダイオキシン類を含む。）で環

境基準を満たしています。 

 

（３）海域 

西之表港海域が鹿児島県によりＡ類型に指定されており、該当区域内の２地

点を定点として毎年水質が測定されています。 

有機性汚濁の指標である COD（化学的酸素要求量）の結果は、平成 23 年度以
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降全ての調査で環境基準を満足する等、良好な水質が保たれています。 

また、２地点のうち１地点では、平成 26年度に水質と底質のダイオキシン類

調査が実施されており、いずれも環境基準を満たしています。 

鹿児島県内の主要な海水浴場では、水質の現状を把握し、必要に応じて措置

をするとともに結果を公表して県民の利用に資することを目的に、水質検査（透

明度、COD、ふん便性大腸菌群数、油膜）が行われています。 

そのうち、浦田（うらだ）、能野（よきの）の平成 29 年度の検査結果は、共

に「特に良好な水質（AA）」と判定されています。 

 

図４ 西之表港海域の COD推移と調査地点図 

 

 

 

出典）鹿児島県資料 

 

 

 

 

 

 

②海水浴場 

 

 

 

 

資料：西之表市環境基本計画 

８．地域の開発計画 

   道路については、改良の進んだ国道 58号と種子島空港へのアクセス道路となる県道

野間十三番西之表線を除くと、他の主要地方道や一般県道は、地理的条件などから屈

曲・幅員狭小部など未改良部が多い状況にあることから、現在、社会資本整備重点計

画に基づき整備が進められています。 

   また、西之表港は、港内の静穏性を向上させるため、沖防波堤の改良整備が進めら

れています。 

 

９．構成市町の総合計画におけるごみ処理方針 

9-1 西之表市のごみ処理方針 

「第６次西之表市長期振興計画（2018 年度～2025 年度）」においては、下記に示

す施策を展開することとしています。 

（１）適正な廃棄物処理 

     ①取組方針 

      不法投棄防止のための啓発活動を行います。 

各種法令や計画に基づく適正な廃棄物処理のための啓発活動を行います。 

0

1

2

3

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

単位（mg/L） 基準点1 基準点2 基準値

環境基準A類型 ２mg/L以下
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②具体的な手段や活動 

      関係機関と連携し、不法投棄防止活動を行います。 

      広報紙や防災情報システム等を活用し、適正な分別・廃棄物処理の啓発活

動を行います。 

 

9-2 中種子町のごみ処理方針 

「第６次中種子町長期振興計画前期計画（令和 3年度～令和 7年度）」においては、

下記に示す施策を展開することとしています。 

（１）ごみ処理体制の整備 

     ①広域的なごみ処理施設の活用 

       西之表市と１市１町で設立した「種子島地区広域事務組合」のリサイクル

施設・焼却施設及び最終処分場を効果的に活用するために、一般廃棄物の適

正収集・運搬に努めます。 

   

    ②不法投棄防止運動の推進 

      看板設置、チラシ、広報紙及び防災無線等による普及啓発や警察への協力

依頼を行い、不法投棄防止運動による美化活動を図ります。 

 

      ③ごみ収集サービスの向上 

町分別収集計画に基づく分別収集や３Ｒ（リデュース・リユース・リサイ

クル）推進運動を徹底し、町民の意識啓発を図ります。 

 

      ④ごみステーションの維持管理 

      ごみステーション・拠点収集の維持管理費として町衛生自治会からの助成

及びごみネット・分別札等の配布を継続し、維持管理に努めます。 

 

      ⑤集落未加入者の加入促進 

 転入手続き者に対して、窓口での集落加入を図り、ごみステーションのル

ール遵守の意識の向上を図ります。 
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第３章 ごみ処理の現状と課題 

 

１．基礎的事項 

1-1 本組合の沿革 

平成９年 12月の介護保険法の公布を受け、平成 11年６月に、西之表市、中種子 

町、南種子町の１市２町で組織する「種子島地区介護保険組合」を設立しました。 

また、平成 12年７月に、介護保険事務に付加して、焼却施設の老朽化、広域処理 

の必要性から、１市２町共同での新規処理施設の整備を目的として、中間処理施設 

の整備・運営管理を執り行うこととなり、名称を「種子島地区広域事務組合」に変 

更しました。 

その後、１市２町において広域処理体制の確立に向け施設整備を検討してきまし 

たが、南種子町が本組合を脱退したため、西之表市、中種子町で組織しています。 

 

1-2 ごみ処理の経緯 

本組合の設立までは、それぞれの市町で中間処理を行っていました。 

本組合の設立以降は、中種子清掃センターの老朽化に伴い適正処理が困難となっ 

たことにより、平成 13年度から中種子町の可燃ごみを南種子町清掃センターで処理 

してきましたが、南種子町が本組合を脱退したことから、平成 23年度から中種子町 

の可燃ごみを西之表ごみ処理場で処理を行いました。 

平成 19年度から一般廃棄物処理施設整備事業に取組み、焼却施設、リサイクル 

施設、最終処分場を一体とした種子島清掃センターが平成 24年３月に完成し、平成

24年 4月 2日に稼働しています。 

なお、中種子町の旧焼却施設を解体撤去して中種子町における種子島清掃センター 

の衛生基地である現在の中種子清掃センターを建設し、平成 24年度から中種子町の 

可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみを受入れています。 

当該施設では、１市１町から排出されるペットボトルの圧縮処理も行っています。 

また、旧西之表ごみ処理場を解体撤去して西之表ストックヤードを建設し、西之 

表市の使用済みびんの一時保管を行っています。 

 

２．ごみ排出量の実績及びその性状 

2-1 ごみの種類別の排出量 

令和３年度に組合管内で排出されたごみの総排出量は6,510,192㎏で、家庭系ごみ

の１人１日当たりの排出量は約636ｇでした。 

     なお、古紙・アルミ缶・スチール缶等を資源回収している業者があり、また、剪 

定枝、伐採木、草、は、構成市町がそれぞれ旧不燃物埋立地で仮置きしています 

が量を把握できないことから、これらの数値を含んでおりません。
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図５ 西之表市のごみ排出量と１人１日当たりのごみ排出量 

 

図６ 中種子町のごみ排出量と１人１日当たりのごみ排出量 

 

図７ 組合管内のごみ排出量と１人１日当たりのごみ排出量 
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2-2 ごみ性状 

種子島清掃センター焼却施設では、分析機関に委託して、毎年度４回ごみピット 

内のごみ質の分析を行っています。 

     平成 29年度～令和 3年度における分析結果を平均すると、紙・布類が約 59％、 

ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革等が約 21％、木・竹類が約 6％、厨芥類が約 12％、

不燃物類が約１％、その他が約 1％となっており、紙・布類が大半を占めています。 

 

表 13 ごみ質分析結果の各年度平均値 

年度 

区分 
Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 平均 

種
類
・
組
成
（
％
） 

紙・布類 57.28 53.50 59.90 56.38 66.55 58.72 

ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革等 22.68 19.83 24.35 21.68 17.48 21.20 

木・竹 8.35 12.60 5.00 3.70 2.73 6.48 

厨芥類 8.75 12.75 8.70 17.18 12.45 11.97 

不燃物類 1.00 0.13 0.00 0.00 0.05 0.24 

その他 1.95 1.20 2.05 1.08 0.80 1.42 

単位容積重量（㎏/㎥） 201.75 208.75 180.50 181.00 187.50 191.90 

３
成
分
（
％
）

（
％
）（
％
） 

水分 42.65 48.98 46.83 46.10 46.03 46.12 

灰分 5.38 4.65 4.18 4.05 3.68 4.39 

可燃分 51.98 46.38 49.00 49.85 50.30 49.50 

低位発熱量（KJ/kg）実測値 9410.0 7965.0 8792.5 7797.5 6832.5 8159.5 

 

図８ ごみ性状（平成 29年度～令和 3年度における分析結果の平均） 
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３．ごみの減量化・再生利用の実績 

3-1 資源となるごみの分別収集 

１市１町における資源ごみの分別収集品目は以下のとおりであり、違いはありま 

せん。 

表 14 資源ごみの分別収集品目 

品目 

１ 新聞紙 

２ 段ボール 

３ その他の紙 

４ 無色透明びん 

５ 茶色びん 

６ その他のびん 

７ スチール缶 

８ アルミ缶 

９ ペットボトル 

10 発泡スチロール 

11 白色トレイ 

12 乾電池類 

13 蛍光管類・体温計 

 

3-2 不燃ごみ・粗大ごみからの資源回収 

     リサイクル施設を有しており、磁選機とアルミ選別機にて不燃ごみ・粗大ごみか 

ら鉄とアルミを選別回収しています。 

また、不燃ごみに含まれている金属類、びん類、乾電池等を清掃センター職員が

手選別し、できる限り資源化しています。 

 

表 15 不燃ごみ・粗大ごみからの鉄・アルミ回収量 

単位：㎏ 

項目 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 

鉄 63,280  72,130  59,450  95,680  93,480  

アルミ 8,970  9,520  7,056  13,590  13,680  

計 72,250  81,650  66,506  109,270  107,160  

 

3-3 住民団体による集団回収 

本組合構成市町において、子供会によるびんの集団回収が実施されていますが、

行政としての積極的な関与は行っておらず、回収量の実績は把握していません。 

 

3-4 事業者等による資源回収 

古紙、アルミ缶、スチール缶等の回収を行っている事業者がいますが、当該事業 
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者による独自の資源化処理等の実績は把握していません。 

 

3-5 厨芥のコンポスト化 

１市１町では、家庭から出される生ごみの排出量を抑制するためコンポスト容器 

等の購入に対して補助制度を設け、コンポスト容器等の普及に努めてきました。 

 

3-6 剪定枝、伐採木、草、竹の減量化等 

ごみ減量のために構成市町が、剪定枝、伐採木、草、竹を構成市町の旧不燃物埋

立地に受け入れる取組みを行っています。 

また、組合では、清掃施設にリサイクルのため持ち込まれた廃食油をＮＰＯ法人

に引き渡しています。 

 

４．ごみ処理体制 

4-1 運営管理体制・ごみ処理フロー 

現行の運営管理体制とごみ処理フローを以下に示します。 

     

表 16 運営管理体制 

処理段階 主体 

ごみの排出抑制 
西之表市 

中種子町 

分別区分 
西之表市 

中種子町 

収集・運搬 
西之表市 

中種子町 

中間処理 
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資

源ごみ 
種子島地区広域事務組合 

最終処分 
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資

源ごみ 
種子島地区広域事務組合 
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図９ 中種子町のごみ処理フロー 
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4-2 ごみ処理経費 

本組合及び構成市町における平成 28年度～令和 2年度のごみ処理経費を以下に示

します。 

種子島地区広域事務組合のごみ処理経費は、施設の維持管理や物価高等の影響も

あり、年々増加傾向にあります。 

 

表 17 種子島地区広域事務組合ごみ処理経費の推移 

                                   単位：千円 

 区分 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 

ご
み
処
理
経
費 

建設・

改良費 

工事費 

中間処理施設 0 0 0 0 0 

最終処分場 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 

調査費 0 0 0 0 0 

小計 0 0 0 0 0 

処理及

び維持

管理費 

人件費 23,850 24,519 25,727 21,870 22,022 

処理費 81,080 112,646 94,599 282,935 82,240 

車輌等購入費 0 0 0 0 0 

委託費 165,484 170,170 165,468 8,155 179,243 

調査研究費 0 0 0 0 0 

小計  ② 270,414 307,335 285,794 312,960 285,505 

その他 25,620 203 30,081 32,654 39,386 

合計 290,034 307,538 315,875 345,614 322,891 

資料：一般廃棄物処理事業実態調査処理状況調査結果 

 

表 18 西之表市ごみ処理経費の推移 

単位：千円 

 区分 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 

ご
み
処
理
経
費 

建設・

改良費 

工事費 

中間処理施設 0 0 0 0 0 

最終処分場 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 

調査費 0 0 0 0 0 

組合分担金 0 0 0 0 0 

小計 0 0 0 0 0 

処理及

び維持

管理費 

人件費 0 0 0 0 0 

処理費 0 0 0 0 0 

車輌等購入費 0 0 0 0 0 

委託費 47,902 48,317 47,503 48,460 49,050 

組合分担金 222,008 229,433 232,870 250,940 236,897 

調査研究費 0 0 0 0 0 

小計  ② 269,910 277,750 280,373 299,400 285,947 

その他 60 71 52 55 18 

合計 269,970 277,821 280,425 299,455 285,965 

 資料：一般廃棄物処理事業実態調査処理状況調査結果 
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表 19 中種子町ごみ処理経費の推移 

単位：千円 

 区分 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 

ご
み
処
理
経
費 

建設・

改良費 

工事費 

中間処理施設 0 0 0 0 0 

最終処分場 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 

調査費 0 0 0 0 0 

組合分担金 0 0 0 0 0 

小計 0 0 0 0 0 

処理及

び維持

管理費 

人件費 0 0 0 0 0 

処理費 0 0 0 0 0 

車輌等購入費 0 0 0 0 0 

委託費 0 29,640 29,800 30,000 30,308 

組合分担金 63,141 65,826 70,343 81,975 73,934 

調査研究費 0 0 0 0 0 

小計  ② 63,141 95,466 100,143 111,975 104,242 

その他 0 0 0 0 0 

合計 63,141 95,466 100,143 111,975 104,242 

 資料：一般廃棄物処理事業実態調査処理状況調査結果等 

 

4-3 収集体制 

各市町のごみの収集頻度は、以下に示すとおりです。 

収集・運搬は各市町ともに委託により行われています。 

 

表 20 収集頻度 

区分 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 

西之表市 ２回/週 １～２回/月 １～２回/月 

中種子町 ２回/週 １～２回/月 １～２回/月 
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4-4 廃棄物処理施設の整備状況 

（１）焼却施設 

本組合における焼却施設については、以下の１施設が稼働しています。 

 

表 21 焼却施設の概要 

設 置 主 体 種子島地区広域事務組合 

所 在 地 西之表市西之表 17385番地 2 

供 用 開 始 年 平成 24年 

処 理 能 力 22ｔ/日×１炉 

受入・供給設備 ピットアンドクレーン方式 

焼 却 設 備 ストーカ方式 

燃焼ガス冷却設備 水噴射冷却方式 

排ガス処理設備 乾式有害ガス除去設備＋ろ過式集じん器 

余 熱 利 用 設 備 場内温水及び冷暖房 

給 水 設 備 生活用水：上水 

プラント用水：井水、湧水、浸出水処理水 

排 水 処 理 設 備 ごみピット汚水：炉内蒸発酸化 

プラント排水：プラント排水処理後再利用 

生活排水：合併処理浄化槽処理後再利用 

通 風 設 備 平衡通風方式 

灰 出 し 設 備 焼 却 灰：コンテナ方式 

焼却飛灰：薬剤処理方式、コンテナ方式 

運 転 管 理 体 制 委託 

 

（２）リサイクル施設等 

本組合には、以下の３施設あります。 

 

表 22 リサイクル施設の概要 

設 置 主 体 種子島地区広域事務組合 

所 在 地 西之表市西之表 17385番地 2 

供 用 開 始 年 平成 24年 

処 理 能 力 ７ｔ/日 

処 理 対 象 廃 棄 物 不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ（蛍光管類等） 

処 理 方 式 破砕＋選別＋保管 

運 転 管 理 体 制 委託 

 

表 23 中種子清掃センターの概要 

設 置 主 体 種子島地区広域事務組合 

所 在 地 熊毛郡中種子町野間 15192番地 

供 用 開 始 年 平成 24年 

処 理 対 象 廃 棄 物 ・ペットボトル（選別＋圧縮＋梱包） 

・紙類、金属類、ガラス類、ペットボトル、プラスチック、そ

の他資源ごみ、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ（選別＋保管） 

運 転 管 理 体 制 委託 
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表 24 西之表市ストックヤードの概要 

設 置 主 体 種子島地区広域事務組合 

所 在 地 西之表市西之表 14969番地 

供 用 開 始 年 平成 25年 

処理対象廃棄物 ガラス類（選別＋保管） 

運 転 管 理 体 制 委託 

 

（３）最終処分場 

焼却灰等は、種子島清掃センター内の最終処分場にて埋立処分しています。 

 

表 25 最終処分場の概要 

設 置 主 体 種子島地区広域事務組合 

所 在 地 西之表市西之表 17385番地 2 

供 用 開 始 年 平成 24年 

埋 立 地 面 積 910ｍ2×３区画 

全 体 容 量 24,000ｍ3（8,000ｍ3×３区画） 

残 余 容 量 

18,176ｍ3（令和 3 年度末現在で、１mの覆土を考慮していない

残余量） 

内訳 第１区画：2,176ｍ3、第２区画：8,000ｍ3、 

第３区画：8,000ｍ3 

設 備 方 式 

流入・調整：集水＋夾雑物除去→貯留 

主処理  ：カルシウム除去+生物処理＋凝集沈殿処理 

高度処理 ：砂ろ過処理＋活性炭処理＋キレート処理 

 →消毒・再利用 

脱塩処理 ：濃縮水蒸発乾燥→貯留 

汚泥処理 ：濃縮＋脱水→最終処分場 

運 転 管 理 体 制 委託 
 

５．ごみ処理の実績 

5-1 中間処理量 

（１）焼却施設 

平成 29年度から令和 3年度における焼却処理量の実績を以下に示します。 

焼却処理量は減少傾向にあります。 

修繕に要する日数等が毎年度増えてきており、それに伴い焼却施設の運転時

間が減少していることが主な要因です。 

 

表 26 焼却処理量 

年度 焼却処理量（㎏） 運転時間（時間） 

Ｈ29年度 5,635,655 6,209.00 

Ｈ30年度 5,849,060 6,787.39 

Ｒ1年度 5,622,600 6,224.90 

Ｒ2年度 5,812,800 6,573.39 

Ｒ3年度 5,791,370 6,489.59 
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（２）リサイクル施設・中種子清掃センター 

平成 29年度から令和 3年度における機械処理量の実績を以下に示します。 

      不燃・粗大ごみ系は、令和 2年度に大きく増加しました。 

布団・絨毯系は、年々増加傾向にあります。 

 

表 27 リサイクル施設・中種子清掃センター機械処理量 

単位：㎏ 

区分 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 

リサイクル施設 

不燃・粗大ごみ系 167,673 169,042 170,120 238,920 241,380 

布団・絨毯系 52,360 66,320 63,810 68,520 73,150 

蛍光管破砕機 2,570 2.570 2,350 2,530 2,440 

中種子清掃センター ペットボトル圧縮減容機 36,520 38,110 39,280 41,050 40,264 

                   

5-2 最終処分量 

平成 29年度から令和 3年度における最終処分量の実績を以下に示します。 

最終処理量は令和 2年度に増加しました。 

これは、表 27が示す通り、不燃・粗大ごみ系が増加したことが主な要因です。 

 

表 28 最終処分量 

単位：㎏ 

 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 

埋立処分量 740,850 764,590 755,570 816,430 806,750 

 

６．当初計画における目標の達成状況 

6-1 家庭系ごみに関する目標の達成状況 

令和3年度におけるごみの排出量は、5,087,452kgであり、計画目標値を達成

していました。 

これは、当初計画時より人口が大幅に減少したこともありますが、ごみのた

い肥化等により抑制できたことが大きな原因となっております。 

 

表 29 家庭系ごみに関する目標値の達成状況 

                               単位：ｔ 

区分 H24年度 H29年度 R3年度 R4年度 

目標値 8,428 8,235 8,105 8,074 

実績 5,745 5,168 5,087 － 

目標との差 △2,683 △3,067 △3,018 － 

 

6-2 事業系ごみに関する目標の達成状況 

    令和3年度におけるごみの排出量は、1,233,867kgであり、計画目標値を達成

していました。事業所数については、大きな増減がないため、分別の周知が十

分に図れた結果となりました。 

 

表 30 事業系ごみに関する目標値の達成状況 

                               単位：ｔ 

区分 H24年度 H29年度 R3年度 R4年度 

目標値 2,337 2,252 2,195 2,184 

実績 1,542 1,265 1,234 － 

目標との差 △795 △987 △961 － 
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７．「市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール」による評価 

    「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」に基

づく令和元年度一般廃棄物処理事業実態調査結果の評価をまとめました。 

7-1  西之表市の評価 

     類似市町村と比較したところ、「人口一人一日当たりごみ総排出量は少ない」、「廃 

棄物からの資源回収率は低い」、「廃棄物のうち最終処分される割合は高い」、「人口 

一人当たり年間処理経費は高い」、「最終処分減量に要する費用は高い」と評価され 

ました。 

 

図 10 市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツールにおける西之表市の評価 

 

備考：エネルギー回収量及び温室効果ガスについては、データの把握状況が市町村によって異なるため、参考値として取扱って下さい。また、民間施設への委託分も指標には反映されてい
ないことにご注意ください。
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7-2 中種子町の評価 

    類似市町村と比較したところ、「人口一人一日当たりごみ総排出量は少ない」、「廃 

棄物からの資源回収率は低い」、「廃棄物のうち最終処分される割合は高い」、「人口一 

人当たり年間処理経費は安い」、「最終処分減量に要する費用は安い」と評価されまし 

た。 

 

図 11 市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツールにおける中種子町の評価 
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備考：エネルギー回収量及び温室効果ガスについては、データの把握状況が市町村によって異なるため、参考値として取扱って下さい。また、民間施設への委託分も指標には反映されてい
ないことにご注意ください。
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0.488

0.054

0.192

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

廃棄物からの資源回収率(RDF・セ

メント原料化等除く)(t/t)

鹿児島県中種子町：0.072(ｔ/ｔ)

0.633

0

0.136

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70

廃棄物のうち最終処分される割合

(t/t)

鹿児島県中種子町：0.126（t/t）

44,890 

6,505 

18,453 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

人口一人当たり年間処理経費
(円/人･年)

鹿児島県中種子町：12,534(円/人 年)

0

50

100

150

人口一人一日当たりご

み総排出量

廃棄物からの資源回収

率(RDF・セメント原料化

等除く)

廃棄物のうち最終処分

される割合
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平均

類似市町村数 82鹿児島県中種子町

資料：令和元年度一般廃棄物処理事業実態調査結果（平成30年度実績）

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

８．ごみの排出抑制、減量化、リサイクルに関する現状と課題 

8-1 家庭系ごみに関する現状と課 題 

①現状 

    家庭系ごみ排出量は、減少傾向にありましたが、令和元年度より不燃ごみ

が増加しました。可燃ごみについては減少傾向にあります。 

１人１日当たりの排出量は、令和 3年度実績で 636.36gとなっています。 

 

表 31 家庭系ごみ排出量 

区分 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 

家庭系ごみ排出量（㎏） 5,167,861 5,067,540 5,297,713 5,178,960 5,087,452 

１人１日当たりの排出量（g） 606.41 603.19 640.38 637.749 636.36 

※表 12（14ページ）参照 

 

②課題 

        ごみの減量を推進していくことが求められています。 

 

8-2 事業系ごみに関する現状と課題 

①現状 

        事業系ごみ排出量は、年々増加傾向にあります。 

 

表 32 事業系ごみ排出量 

単位：㎏ 

区分 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 

事業系ごみ排出量 1,316,060 1,390,510 1,397,530 1,377,630 1,422,740 

   ※表 12（14ページ）参照 

 

②課題 

        事業系ごみは、事業者が自らの責任により適正に処理する責務があること 

から、事業者自らごみ減量と分別徹底に取り組む必要があります。 

 

8-3 リサイクル率に関する現状と課題 

①現状 

        令和 2年度一般廃棄物処理事業実態調査の結果では、西之表市は 9.0％、中

種子町は 7.2％であり、県平均の 10.4％を下回っています。 

これは、民間事業者による積極的な古紙や空き缶等の資源回収が行われて

いることからリサイクル率が低くなっているものと推測されます。 

 

②課題 

        リサイクル率の向上が求められていることから、新たなリサイクルに関す

る施策を検討・実施していくことが必要です。 

 

９．ごみの適正処理に関する現状と課題 

9-1 収集・運搬に関する現状と課題 

①現状 

        家庭系ごみは、主にステーション収集方式（粗大ごみは直接搬入）で、構

成市町が委託した業者により収集・運搬しています。 

事業系ごみは、事業者が直接搬入又は構成市町が許可した一般廃棄物収集

運搬許可業者に事業者が委託して収集・運搬しています。 

可燃ごみに、チラシ、お菓子の箱などリサイクルできる古紙が含まれてい

ることが見受けられます。 
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②課題 

焼却施設ごみピットにおけるごみ質分析結果を見ると、紙・布類が大半を

占めていることから、古紙の分別を徹底するための対策が必要です。 

また、ごみの投げ捨てや不法投棄の問題もありますが、清掃行政や地域住

民間だけで解決することは困難であり、本組合管内の住民全ての問題として

受け止めなければなりません。 

 

9-2 中間処理に関する現状と課題 

（１）焼却施設 

①現状 

令和 3年度における焼却量は 5,791,370㎏で運転時間が 6,490時間です。 

１時間当たりの処理量は約 892㎏/hであることから、ほぼ計画条件（917 

㎏/h）どおりであり、性能を発揮している状況にあります。 

また、焼却の際に発生する有害ガスは、国の基準値以下となっています。 

 

②課題 

     故障により運転が停まらないよう施設の点検を実施する必要があります。 

 

（２）リサイクル施設・中種子清掃センター・西之表ストックヤード 

①現状 

       リサイクル施設では、不燃ごみ、粗大ごみ、蛍光管類等を受け入れて、処

理を行っています。 

中種子清掃センターは、中種子町の旧焼却施設を解体撤去し、中種子町に

おける種子島清掃センターの衛生基地として平成 24年度から中種子町の可燃

ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみを受入れており、また、西之表市と中

種子町から排出されるペットボトルの処理を行っています。 

西之表ストックヤードは、旧西之表ごみ処理場を解体撤去し、西之表市か

ら排出されるびん類の保管施設となっています。 

 

②課題 

       施設を適切に管理運営していく必要があります。 

 

9-3 最終処分に関する現状と課題 

①現状 

       最終処分場は、３つの区画に分けられています。 

第１区画の埋立状況は、令和 4 年 3 月末において埋立可能容量の約 73％と

なっており、現時点での現状は、災害ごみが少ないなどの理由により見込み

を下回っています。 

また、発生する浸出水は、浸出水処理施設で処理しており、処理した後の

水は焼却施設で使用し、場外へ出さないようにしています。 

 

 

②課題 

     クローズド方式を採用していることから、浸出水の円滑な処理が必要です。 

また、浸出水処理に伴い副生塩が発生することから、副生塩の処理も課題

となっています。 
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9-4 ごみ処理経費に関する現状と課題 

①現状 

       ごみ処理経費は、増加傾向にあります。 

 

②課題 

       施設・設備の月例点検等を確実に実施し、修繕料の節減に努める必要があ

ります。 

 

9-5 その他のごみ処理に関する現状と課題 

①現状 

       海岸漂着物については、構成市町が行う海岸清掃事業の他、民間団体等の

ボランティア清掃が行われていますが、離島地域であることから多量の漂着

物が押し寄せています。 

近年では国外由来と思われる廃ポリタンクなどの漂着も確認されています。 

 

    ②課題 

       海岸漂着物の円滑な回収・処理が必要です。 
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第４章 ごみ処理行政の動向 

 

１．国の減量化等の方針 

1-1 ごみ処理・リサイクルに関する法律、計画等 

ごみの処理・リサイクルに関する法律としては、循環型社会形成推進基本法など

が挙げられます。 

それぞれの法律の関係は、以下に示すとおりです。 

これを見ると、環境基本法、循環型社会形成推進基本法の枠組みをもとに、一般

的な仕組みを廃棄物処理法と資源有効利用促進法で定めています。 

また、さらに個別分野毎に法律が整備されています。 
 

表 33 国の関連する計画等 
 

名称 概要／目標 
環境基本計画 環境基本計画は、環境基本法（平成５年法律第 91号）第 15条に基づき、政府

全体の環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を定めたものです。 

第五次環境基本計画（平成 30年４月閣議決定）では、分野横断的な６つの「重

点戦略」を設定し、パートナーシップの下、環境・経済・社会の総合的向上を具

体化しています。 

循環型社会形
成推進基本計
画 

循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律

第 110 号）第 15 条に基づき、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために定められるものです。 

第四次循環型社会形成推進基本計画（平成 30 年５月閣議決定）では、循環型

釈迦の形成、低炭素社会や自然共生社会との総合的取組等を引き続き中長期的な

事項としつつ、さらに、経済的側面や社会的側面にも視野を広げています。 

また、循環型社会形成に関する取組指標として、4つの指標と目標値が設定さ

れています。 

廃棄物処理法
基本方針 

廃棄物処理法基本方針は、廃棄物処理法第５条の２第１項に基づき、廃棄物の

減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため

に定められるものです。 

平成28年１月に変更された廃棄物処理基本方針（平成28年環境省告示第７号）

は、①廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向、②廃棄物の減量その

他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項、③廃棄物の減量その他その

適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項、④廃棄物の処理施設の整

備に関する基本的な事項、⑤非常災害時における③、④に掲げる事項に関する施

策を実施するために必要な事項、⑥その他廃棄物の減量その他その適正な処理に

関し必要な事項が定められています。 

  

【廃棄物処理法基本方針における一般廃棄物の減量化の目標量（2020年度）】 

①排出量    ：約 12%削減（平成 24年度比） 

②再生利用率：約 21%（平成 24年度）から約 27%に増加させる。 

③最終処分量：約 14%削減（平成 24年度比） 

④一人一日当たりの家庭系ごみ排出量：500g 

廃棄物処理施
設整備計画 

廃棄物処理施設整備計画は、廃棄物処理法第５条の３第１項の規定に基づき、

廃棄物処理施設整備事業を計画的に実施するため、廃棄物処理法基本方針に即し

て定められるものです。 

平成 30 年６月に閣議決定された計画においては、人口減少等の社会構造の変

化に鑑み、ハード・ソフト両面で、３R・適正処理の推進や気候変動対策、災害

対策の強化に加え、地域に新たな価値を創出する廃棄物処理施設整備の推進を掲
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げています。 

【廃棄物処理施設整備計画における重点目標（令和 4年度）】  

①ごみのリサイクル率：27% 

②最終処分場の残余年数：平成 29 年度の水準（20年分）を維持する。 

③計画期間中に整備されたごみ焼却施設の発電効率の平均値：21% 

食品循環資源
の再生利用等
の促進に関す
る法律等個別
リサイクル法 

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12 年法律第116 号。以 

下「食品リサイクル法」という。）に基づき、食品小売業、外食産業等の食品関

連事業者がその一般廃棄物である食品廃棄物の再生利用、収集運搬を廃棄物処理

業者等に委託して行う場合があります。 

このほか、個別リサイクル法に基づき、市町村以外の者が一般廃棄物の再生利

用等の処理を行う場合があります。 

 

【食品ロス、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法に係る目標値】 

家庭から排出される食品廃棄物に 

占める食品ロスの割合の調査を実 

施したことがある市町村数 

43 市町村（平成 25 年度）に対し、

平成30年度において200市町村に増

大させる。 

小売業者が家電リサイクル法に基づ

く引取義務を負わないものの回収体

制構築市町村の割合 

約 59%（平成 25年度）に対し、平 

成 30年度までに 100%まで増大さ 

せる。 

使用済小型電子機器等の再生のため

の回収を行っている市町村の割合 

約 43%（平成 25 年度）から平成 30 年

度までに 80%まで増大させる。 
 

 

２．鹿児島県の減量化等の方針 

2-1 鹿児島県における減量化等の目標 

鹿児島県における減量化等に関する目標としては、令和 3 年 3 月に令和 3 年度か

ら令和 7 年度を計画期間とした「鹿児島県廃棄物処理計画」が策定されています。 

計画の一般廃棄物に関する目標値は、以下のとおりです。 

（１）ごみの排出量についての目標 

排出抑制を行うことにより、令和 7 年度の総排出量を 483 千トンとし、計画

期間において 9.2%削減します。 

（県民１人１日当たりの排出量については 4.7%削減） 

 

（２）ごみのリサイクルについての目標 

リサイクルを推進することにより、リサイクル率を令和 7年度において 23.4％

にします。 

 

（３）ごみの最終処分量についての目標 

排出抑制、減量化、リサイクルを推進することにより、令和 7 年度の最終処

分量を 47千トンとし、計画期間において 20.3%削減します。 

 

表 34 鹿児島県廃棄物処理計画における一般廃棄物についての目標値 

目標値の種類 
令和 2年度 

推計値 

令和 7年度 

予測値 

令和 7年度 

目標値 
備考 

排出量（千トン） 532 501 483 9.2%削減 

１人１日当たり排出量（g） 918 909 875 4.7%削減 

リサイクル率（%） 16.4 17.4 23.4 7.0ポイント増加 

最終処分量（千トン） 59 52 47 20.3%削減 

資料：鹿児島県廃棄物処理計画 



33 

 

 

2-2 鹿児島県廃棄物処理計画の施策 

「鹿児島県廃棄物処理計画」においては、下記に示す施策を展開することとしてい

ます。 

（１）排出抑制の推進 

関係団体と連携しながら、食品ロスの削減やマイバッグキャンペーンなどを

普及啓発し、ごみの排出抑制を促進する。 

 

（２）食品ロスの削減 

「鹿児島県食品ロス削減推進計画」との調和を図りながら、食品ロスの削減

に向けて、食べ物を無駄にしない意識の醸成と定着化に取組む。 

 

（３）再生素材等の利用促進 

バイオマスプラスチックの導入拡大に向けた国の施策の展開や関係主体の取

組など情報収集し、国において、容器包装と製品ごみの一括回収の方向性が示

されていることから、その動向を把握し市町村へ情報提供を行う。 

 

（４）容器包装リサイクルの促進 

 

（５）家電、小型家電リサイクルの促進 

 

（６）自動車リサイクルの促進 

 

（７）生ごみなどのリサイクルの促進 

 

（８）食品リサイクルの促進 

 

（９）その他の品目のリサイクルの促進 
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第５章 ごみ処理基本計画 

 

１．行政区域内人口の見込み 

本組合の行政区域内人口の見込みを推計しました。 

なお、西之表市の行政区域内人口の見込みは「第６次西之表市長期振興計画」を、

中種子町の行政区域内人口の見込みは「第６次中種子町長期振興計画」を参考に推計

しています。 

 

表 35 本組合の行政区域内人口の見込み 

                               単位：人 

区分 
令和 3年 

（実績） 

令和 5年 

(2023) 

令和 9年 

(2027) 

令和 14年 

(2032) 

令和 19年 

(2037) 

西之表市 15,112  14,894  14,675  14,452  14,229  

中種子町 7,857  7,748  7,639  7,527  7,414  

管内人口 22,969  22,642  22,314  21,979  21,643  

 

図 12 本組合の行政区域内人口の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ごみ排出量及び処理量の見込み 
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2-1 ごみ排出量の見込み 

ごみ排出量の見込みを過去の実績値を参考に推計しました。 

令和 19 年度に、5,499t となり、令和 3 年度のごみ排出量 6,510t からは 1,011t、

約 15.5％の削減を目指します。 

 

表 36 本組合のごみ排出量の見込み 

単位：t 

区分 
令和 3年 

（実績） 

令和 5年 

（2023） 

令和 9年 

（2027） 

令和 14年 

（2032） 

令和 19年 

（2037） 

家庭系ごみ 5,087 4,955 4,745 4,475 4,225 

事業系ごみ 1,423 1,375 1,347 1,311 1,274 

計 6,510 6,330 6,092 5,786 5,499 

備考：住民団体による集団回収、事業者等による資源回収、構成市町がそれぞれの旧 

不燃物埋立地で受け入れる剪定枝、伐採木、草、竹は含んでおりません。 

 

 

図 13 本組合のごみ排出量の見込み 
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2-2 ごみ処理量の見込み 

ごみ処理量の見込みを過去の実績値を参考に推計しました。 

ごみの資源化を進め、リサイクル率の向上を目指します。 

 

表 37 本組合のごみ処理量の見込み 

単位：t 

区分 
 令和 3年 

（実績） 
令和 5年 令和 9年 令和 14年 令和 19年 

資
源
化 

資源ごみ 459 633 632 626 619 

不燃ごみ・粗大ごみ

からの資源化量 
123 176 180 184 188 

資源化量計 582 809 812 811 806 

焼
却
処
分 

直接焼却量  5,791 5,110 4,850 4,546 4,254 

不燃ごみ・粗大ごみ

からの焼却量 
217 264 271 276 282 

焼却処分量計 6,008 5,374 5,130 4,822 4,536 

最
終
処
分 

焼却残渣量 694 613 583 546 511 

不燃ごみ・粗大ごみ

処分残渣量 
113 147 150 154 156 

最終処分量計 807 760 733 699 667 

計 7,397 6,943 6,675 6,332 6,009 

 

 

３．ごみの排出抑制等のための方策 

3-1 ごみの排出抑制等の基本方針 

本計画における基本方針を次のとおり設定し、各種施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 1 3Ｒ（ごみの減量、再使用、再生）の推進 

ごみの排出抑制・資源化を進めていくためには、消費者や事業者がそれぞれの立

場で、ごみ減量を意識した行動をとることが必要です。 

特にプラスチックごみは、今後、更なる資源化が求められるため、積極的な促進

がされるよう啓発し、リサイクル率を向上させるための取組を行います。 

 

基本方針２ ごみの適正処理の推進 

排出抑制、減量化、リサイクルの推進を行っても発生するごみについては、適正

に処理・処分を行います。 
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3-2 構成市町・組合における方策 

（１）施策の体系 

基本方針 
  

施策   

    

   
（家庭系・事業系ごみに関する施策） 

１ ごみ排出抑制・減量化・リサイクルに向けた意識の啓発     

     

     （家庭系ごみに関する施策） 

２ 生ごみ等の減量の推進      

１ 3Ｒ（ごみの減量、再使用、

再生）の推進 

 
   

    （事業系ごみに関する施策） 

３ 外食時における食品ロスの削減   
 

  
  

   
  

  （リサイクル率に関する施策） 

４ リサイクルの促進 
  

 
 

   
 

  
（収集・運搬に関する施策） 

５ 分別収集の徹底 

 
   

 
    

    （収集・運搬に関する施策） 

６ ごみの投げ捨てや不法投棄対策     

     

２ ごみの適正処理の推進 
    （中間処理に関する施策） 

７ 清掃施設の適正な運転管理の継続    

     

    （最終処分に関する施策） 

８ 副生塩の処理方法の研究     

     

    （ごみ処理経費に関する施策） 

９ 施設・設備の月例点検等の確実な実施    

     

    （海岸漂着物に関する施策） 

10 海岸漂着ごみへの対応    

 

 

 

 

 

（２）施策内容 

      構成市町・組合において、本計画の推進を図るために必要な各種施策を展開
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することとします。 

①基本方針１ ごみの排出抑制、減量化、リサイクルの推進 

・施策１ ごみ排出抑制・減量化・リサイクルに向けた意識の啓発 

ごみ処理事業を推進していくためには、住民や事業者の協力が

不可欠です。 

本計画の策定の趣旨、目的、目標について説明し、協力を得る

よう努める必要がありますので、住民に対しては、構成市町にお

いて、広報紙等の活用により理解と協力を求めます。 

また、事業者に対しては、種子島清掃センター・中種子清掃セ

ンターに事業者がごみを持ち込む際にチラシを配布することで、

理解と協力を求めます。 

  なお、組合、構成市町自らも事業者としてグリーン購入など循

環型社会の形成に向けた行動に努めます。 

 

・施策２ 生ごみ等の減量の推進 

    構成市町において、食品の食べきり・使い切り、生ごみの水切

り等の啓発を行います。 

また、構成市町がこれまで行ってきたコンポスト等の購入補助

制度を継続するとともに、剪定枝、伐採木、草、竹を構成市町の

旧不燃物埋立地に受け入れる取組を継続します。 

 

・施策３ 外食時における食品ロスの削減 

            構成市町において、「九州食べきり協力店」の登録推進や 30･10

運動の広報を行うこととします。 

 

・施策４ リサイクルの促進 

プラスチック資源の再商品化の推進、及び小型家電リサイクル

制度への参加を検討します。 

 

②基本方針２ ごみの適正処理の推進 

・施策５ 分別収集の徹底 

可燃ごみ・不燃ごみの中に資源ごみが含まれていることから、

構成市町において広報紙等を活用し、ごみの分別に理解と協力を

求めます。 

特に古紙の分別徹底について住民に理解と協力を求めます。 

また、清掃施設において不適切な搬入物に対する指導を行い、 

適正な受け入れに努めます。 

 

 

・施策６ ごみの投げ捨てや不法投棄対策 

構成市町において、広報紙等を利用してごみの適切な処理につ
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いて啓発し、意識の向上を図ります。 

また、本組合施設で受け入れられない適正処理困難物について

は、購入したところで引き取ってもらうか、専門の処理業者に処

分を依頼するよう周知していきます。 

 

・施策７ 清掃施設の適正な運転管理の継続 

清掃施設運転管理業務は委託しておりますが、機械設備の月例

点検等を確実に実施し、故障、不具合等の機能障害を早期回復す

ることにより、廃棄物を適正に処理します。 

併せて、定期修繕時におけるメーカーからの報告事項を運転管

理において実践することにより、施設の延命化につながるよう清

掃施設運転管理業務受託者に対し指導監督を行います。 

また、焼却施設については、排ガス中のダイオキシン類濃度が

ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11年法律第 105号）及び廃

棄物処理法に基づく基準に適合するよう焼却管理を行い、必要に

応じて施設の改善を行うとともに、ダイオキシン類濃度等の適期

測定を行います。 

 

・施策８ 副生塩の処理方法の研究 

浸出水の処理を行なっていますが、浸出水処理施設で発生した

副生塩については、現段階では処理委託する以外の処理方法が見

つかっていないことから今後も処理委託を検討しますが、他の処

理方法について研究します。 

 

・施策９ 施設・設備の月例点検等の確実な実施 

施設・設備の月例点検、定期修繕時におけるメーカーからの報

告事項を運転管理において確実に実施し、長寿命化に努めます。 

 

・施策 10 海岸漂着ごみへの対応 

構成市町が例年行っている海岸清掃事業を継続します。 

 

3-3 住民に期待される方策 

日常生活の中で排出しているごみの適正処理について、それぞれの立場から取組

むことが期待されます。 

①ごみの排出抑制、減量化、リサイクルの推進 

・ 製品の購入時においては、簡易包装のもの、繰り返し利用できるもの、

耐久性に優れたもの、リサイクル製品等を選び、廃棄物の排出抑制に配慮

します。 

 

・ 購入した製品については、修理して使うなど長期間の使用を心がけ、廃

棄物の排出抑制に配慮します。 
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・ 食品の購入にあたっては、適量の購入等により食品ロスの削減に資する

購買行動に努めます。 

 

・ 家庭ごみの排出にあたっては、食品の食べ切り・使い切り、生ごみの水

切りや食品の賞味期限に対する正しい理解による食品ロスの削減などに努

め、排出抑制に配慮します。 

 

・ 生ごみの堆肥化、家庭用廃油のリサイクル、マイバッグ運動への積極的

参加等、廃棄物の排出抑制に努めます。 

 

・ 構成市町のコンポスト購入補助制度等を利用し、家庭での生ごみの堆肥化 

 を促進します。 

 

・ 分別収集のルールを遵守し、廃棄物のリサイクルを推進します。 

 

・ 外食における適量な注文、30・10（さんまる・いちまる）運動など食べ残 

しの削減等により事業者が排出する一般廃棄物の排出抑制に協力します。 

 

※30・10運動：会食や宴会などにおいて、乾杯後の“30 分間” とお 

開き前の“10 分間” は、席を立たずに料理を楽しむことにより、 

食べ残しを減らす長野県松本市発祥の運動 

 

②ごみの適正処理の推進 

・ ごみ処理の現状や、処理に関する施策等について十分に理解し、協力 

します。 

 

・ 不法投棄等の不適正処理を発見した場合には、県、市町に連絡・通報を行 

うよう努めます。 

 

・ テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の特定家庭用

機器の引渡しや建築物等の解体工事において適正な料金を支払う等、事業

者が法律に基づいて行う取組に協力します。 

 

3-4 事業者に期待される方策 

排出事業者は、その事業活動に伴って多量の廃棄物を排出していることから、廃 

棄物の処理に関し排出事業者処理責任を十分認識し、廃棄物の排出抑制、減量化、 

リサイクルに努めるとともに、廃棄物の適正処理を推進することが期待されます。 

①ごみの排出抑制、減量化、リサイクルの推進 

・ 原料調達から製品の製造、加工、販売、消費、廃棄に至るまでの各段階

ごとに環境に与える影響を分析・評価し、容器包装の簡素化や繰り返し使
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用できる製品、耐久性に優れた製品、リサイクルしやすい製品等環境に配

慮した製品の開発・利用や修理体制の整備等、環境への負荷を少なくする

取組に努めます。 

 

・ 製品の販売後は、修理体制の整備など製品の長期使用が可能となるよう

廃棄物の排出抑制に努めます。 

 

・ 容器包装リサイクル法、家電リサイクル法等を遵守し、リサイクルを推

進します。 

 

・ 食品関連業者においては、容量の適正化、食べ切りメニューの開発など、 

ごみの発生抑制の取組に努めます。 

 

②ごみの適正処理の推進 

・ 組合の清掃施設に産業廃棄物を持ち込まないようにします。 

 

3-5 本計画における目標 

本計画における排出抑制目標値を以下のとおり設定しました。 

（１）ごみの排出量についての目標 

      排出抑制、減量化を行うことにより、令和 19年度における住民１人１日当た

りの排出量の目標値を、630.00ｇとします。 

 

（２）ごみのリサイクルについての目標 

      リサイクルを推進することにより、令和 19年度におけるリサイクル率（一般

廃棄物処理事業実態調査結果）の目標値を、14％とします。 

 

（３）ごみの最終処分量についての目標 

      排出抑制、減量化、リサイクルを推進することにより、令和 19年度における

最終処分量の目標値を 660.00tとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ごみ処理体制 

運営管理体制と処理方法は、現状のとおりとします。 
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表 48 運営管理体制 

処理段階 主体 

ごみの排出抑制 
西之表市 

中種子町 

分別区分 
西之表市 

中種子町 

収集・運搬 
西之表市 

中種子町 

中間処理 
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資

源ごみ 
種子島地区広域事務組合 

最終処分 
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資

源ごみ 
種子島地区広域事務組合 

 

５．収集・運搬計画 

5-1 収集・運搬の基本方針 

家庭系ごみは、分別区分に従ってごみステーション等指定の場所に排出されたご 

みを構成市町が収集するか、排出者自ら直接搬入するものとします。 

また、事業系ごみは、許可業者又は排出者自ら直接搬入するものとします。 

具体的には、構成市町が策定する実施計画で毎年度定めるものとします。 

 

5-2 収集・運搬方法 

基本的には次のとおりとしますが、構成市町が策定する実施計画で毎年度定める 

ものとします。 

①分別区分 

       現在の分別区分を継続します。 

また、新たな分別品目について研究します。 

 

②収集頻度 

      現在の収集頻度を基本とします。 

 

③収集方式 

      ステーション方式を基本としますが、粗大ごみは直接搬入とします。 
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5-3 当初計画における収集・運搬に関する目標への対応 

当初計画では、平成 30 年度（2018 年度）～2022 年度の目標を「新しい収集・運

搬技術の研究」としていましたが、現状で問題ないことから、当面は現在確立され

ている収集・運搬体制を維持します。 

表 49 分別して収集するものとしたごみの種類及び分別の区分 

分別区分 収集頻度 収集方式 排出方式 

可燃ごみ 
週 2回 ステーション収集 指定袋 

随時 直接搬入 － 

不燃ごみ 
月 1回又は 2回 ステーション収集 指定袋 

随時 直接搬入 － 

粗大ごみ 随時 直接搬入 － 

資
源
ご
み 

新聞紙 
月 1回又は 2回 ステーション収集 ひもで縛る 

随時 直接搬入 － 

段ボール 
月 1回又は 2回 ステーション収集 ひもで縛る 

随時 直接搬入 － 

その他の紙 
月 1回又は 2回 ステーション収集 ひもで縛る 

随時 直接搬入 － 

無色透明びん 
月 1回又は 2回 ステーション収集 コンテナ 

随時 直接搬入 － 

茶色びん 
月 1回又は 2回 ステーション収集 コンテナ 

随時 直接搬入 － 

その他のびん 
月 1回又は 2回 ステーション収集 コンテナ 

随時 直接搬入 － 

スチール缶 
月 1回又は 2回 ステーション収集 コンテナ 

随時 直接搬入 － 

アルミ缶 
月 1回又は 2回 ステーション収集 収集ネット 

随時 直接搬入 － 

ペットボトル 
月 1回又は 2回 ステーション収集 収集ネット 

随時 直接搬入 － 

発泡スチロール 
月 1回又は 2回 ステーション収集 収集ネット 

随時 直接搬入 － 

白色トレイ 
月 1回又は 2回 ステーション収集 収集ネット 

随時 直接搬入 － 

乾電池類 
月 1回又は 2回 ステーション収集 コンテナ 

随時 直接搬入 － 

蛍光管類・体温計 
月 1回又は 2回 ステーション収集 コンテナ 

随時 直接搬入 － 

ガス管類 
月 1回又は 2回 ステーション収集 コンテナ 

随時 直接搬入 － 
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６．中間処理計画 

6-1 中間処理の基本方針 

現在稼働中の中間処理施設を適切に管理・運営することにより、効率的な処理と 

再資源化を推進します。 

 

6-2 中間処理方法 

中間処理方法は、現状の方法を継続します。 

また、焼却灰、資源にならない破砕選別不燃物等は、最終処分場で適正に最終処

分を行います。 

①可燃ごみ 

焼却施設（処理能力 22t/日）で適正に焼却処理を行います。 

 

②資源ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ 

リサイクル施設（処理能力 7t/日）等で適正に処理し、可能な限り資源化に

努めます。 

 

6-3 当初計画における中間処理に関する目標への対応 

当初計画では、平成 30 年度（2018 年度）～2022 年度の目標を「新しい中間処理

技術の研究」としていましたが、現状では適正に最終処分が行われていることから、

現状を維持します。 

 

７．最終処分計画 

7-1 最終処分の基本方針 

今後も最終処分場の延命化を図るため、最終処分量の縮減に努めます。 

 

7-2 最終処分方法 

最終処分量の縮減に努めた後に焼却灰、資源にならない破砕選別不燃物等は、最 

終処分場において埋立処分を行います。 

なお、最終処分場から出る浸出水の処理に伴い発生した副生塩については、現段

階では処理委託する以外の処理方法が見つかっていないことから、今後も処理委託

しますが、他の処理方法について研究します。 

 

7-3 当初計画における最終処分に関する目標への対応 

当初計画では、平成 30年度～2022年度の目標を「旧最終処分場の跡地利用の検討」

としていましたが、現在は構成市町が、ごみ減量を図るために剪定枝、伐採木、草、

竹の仮置き場として利用していることから、当面は現在の状況を維持します。 
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８．その他ごみ処理に関し必要な事項 

8-1 住民に対する広報・啓発活動 

ごみ処理は、快適な日常生活を続ける上で必要不可欠なものであり、ごみ処理事

業を推進していくためには住民の協力が不可欠です。 

組合、各市町と住民との意思疎通、情報の共有を図ることで、相互の理解を深め、

協力体制を構築していく必要があります。 

そのための方策として、組合、市・町側から住民への広報・啓発を推進していき

ます。 

 

8-2 適正処理困難物に対する対処方針 

排出されるごみの中には、廃タイヤ等、組合、各市町では適正な処理が困難なも

のがあります。 

これらの品目は、製品の製造、加工、販売等を行う事業者の責任のもと適正な処

理を行うものとします。 

また、これらの廃棄物については、購入先、販売店や処理専門業者に処理依頼を 

行うよう促します。 

 

8-3 リサイクル関連法に基づく対処 

テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の特定家庭用機器、自

動車、自動二輪車等については、法律に沿った適正な処理を行うよう指導していき

ます。 

 

8-4 医療廃棄物への対処 

医療関係機関等から排出される一般廃棄物のうち、血液等の付着した包帯・脱脂

綿・ガーゼ・紙くず等といった感染性病原体が含まれる、又は付着している恐れの

あるものについては、今後も医療関係機関自らが適正な処理・処分を行うよう指導

します。 

 

8-5 災害廃棄物への対処 

構成市町では災害に備え、「災害廃棄物処理計画」を策定しております。災害時に

は、構成市町の災害廃棄物処理計画に基づき関係機関と連携し、廃棄物の処理に当

たります。 

 

8-5 進行管理 

本計画の取組の実施や進行管理については、組合と西之表市・中種子町の廃棄物

主管課で適宜調整・整合を図り、計画の円滑な推進に努めます。 
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